
１ 建築職について
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建築職について

相模原市職員 約７,6０0人

令和３年１月１日現在

建築職 100人
約1.3％

1

一級建築士 ５０人
約50％



建築職について
～年齢構成・男女比率～

令和３年１月１日現在
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住宅

まちづくり分野

都市計画など、まちづくりにあたっての目標をつくっ
たり、その目標の具現化のため、多種多様な関係主体を
組織し、コーディネートしていく業務を行う。

営繕分野

庁舎や文化ホール、体育施設等、様々
な市有建築物の新築や改修の設計・工事
監理などを行います。

建築行政分野

建築に関する行政のうち、主として
建築物が法律等に則して建築されるよ
うに、建築主および建築設計者への指
導や建築計画の許認可等を行います。

営繕

まちづくり

建築
行政

建築職について ～主な配属先～



建築職について ～配属先～

建築職 100人

令和３年１月１日現在
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分野 主な配属先 業務内容 人数

まちづくり

都市計画課 都市計画等決定

16

都市整備課 市街地開発事業等

麻溝台・新磯野地区整備事務所 麻溝台・新磯野地区のまちづくり

リニア駅周辺まちづくり課 リニア中央新幹線駅（橋本駅）周辺まちづくり

リニア事業対策課 リニア中央新幹線建設に伴う用地の取得等

相模原駅周辺まちづくり課 補給廠一部返還地（ＪＲ相模原駅）周辺のまちづくり

まちづくり・建築行政 建築・住まい政策課 住宅政策、景観、耐震相談、建築指導等 12

建築行政
開発調整課 都市計画法による開発許可等

27
建築審査課 建築確認審査・検査等

営繕（公共施設の建築）

公共建築課 雌雄建築物の設計・管理等

32清掃施設課 清掃施設の設計・管理・維持管理等

学校施設課 学校施設の設計・管理・維持管理等

その他

経営監理課 都市経営及び行政改革にかかる調査研究・推進等

13

財政課 予算の編成や執行管理等

技術監理課 公共工事の検査等

用地・補償課 公共用地の取得に伴う物件保証等

市営住宅課 市営住宅の修繕、入居管理等

総務法制課 議案、条例等の審査、訴訟等



２ 建築行政分野の仕事
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建築行政分野の仕事
～業務内容～

◆建築確認・検査

◆建築物の違反対応

◆省エネ法の届け出・低炭素建築物の認定手続き

◆開発行為の許可

◆市街化調整区域内の建築行為の許可

◆優良宅地の認定

◆長期優良住宅の認定

◆屋外広告物掲出の許可

◆建築物の耐震相談・補助

◆バリアフリー法に関する事前協議

◆関係法令に基づく条例等の制定 など6



建築行政分野の仕事
～業務内容（建築確認・検査）～

移動用公用車

7

建築確認の申請を受け、審査した
のち、必要な図面の修正点を設計
者に伝えるなどする他、一般市民
等からの各種相談対応なども行う。

竣工した建築物が、計画通りに建
てられているか、構造、各種寸法
の確認を行う。戸建て住宅など小
規模なものから大型の病院等様々
な物件が対象。

窓口対応 現場検査

建築審査課における主な仕事風景



２ まちづくり分野の仕事
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◆都市計画マスタープランの策定

◆立地適正化計画の策定

◆都市計画決定

◆市街地再開発事業

◆土地区画整理事業

◆景観条例に基づく協議

◆広域交流拠点整備（リニア駅、補給廠一部返還地）

◆住宅政策

◆駐車場対策 など

まちづくり分野の仕事
～業務内容～
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まちづくり分野の仕事
～業務内容～
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相模大野駅西側地区
（平成25年完了）

小田急相模原駅北口A地区・B地区
（A地区平成19年完了、B地区平成25年完了）

第一種市街地再開発事業の事例



まちづくり分野の仕事
～業務内容（都市計画）～

◆都市計画マスタープランの策定
・土地利用や交通体系、環境共生、景観づくり、住環境づくり、災害に強い

都市づくり、地域づくりなど様々な方針を定め、都市づくりの羅針盤となる。

【相模原市の目指す将来像】

「潤いと活力に満ち 笑顔と希望があふれるまち さがみはら」

◆都市計画として定める主な内容
・都市計画区域

・区域区分（市街化区域・市街化調整区域等）

・用途地域（第一種低層住居専用地域、商業地域、工業専用地域等）

・地区計画（地区の方針に沿った用途や敷地面積、高さ等の制限等）

・都市施設（公園、道路等）
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まちづくり分野の仕事
～業務内容（都市計画）～

さがみはらの都市計画（令和２年）より[一部加筆]
14

都市計画区域外

相模湖津久井都市計画区域
（非線引き都市計画区域）

相模原計画区域
（線引き都市計画区域）

橋本駅

相模原駅



まちづくり分野の仕事
～業務内容（広域交流拠点整備）～
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14

60ｋｍ

30ｋｍ

【位置】

まちづくり分野の仕事
～業務内容（広域交流拠点整備）～



まちづくり分野の仕事
～業務内容（広域交流拠点整備）～
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八王子方面

橋本と相模原の複眼構造による「さがみはら新都心」の形成

厚木方面

横浜方面

新宿方面

品川方面

新宿方面

名古屋
・大阪方面

まちづくり分野の仕事
～業務内容（広域交流拠点整備）～
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まちづくり分野の仕事
～業務内容（広域交流拠点整備）～

八王子方面

横浜方面

相模原駅

矢部駅

返還済
約１５ha

返 還 済
道路・鉄道用地

約２ha

共同使用
約３５ha

小田急多摩線
延伸構想

ＪＲ相模原駅周辺

17



再編パターンの検討

○ 行政機能の再編をこれまでの調査結果や公共施設マネジメントプランにおける建物の方針等を
踏まえ、4パターンで検討

現況

Ａ．全面駅前移転 Ｂ．現地建替え Ｃ．交流機能駅前移転 Ｄ．市役所（区役所除く）駅前移転

市民会館を休止

市民会館跡地に庁舎機
能を整備・機能移転

市役所跡地に
交流機能を整備

駅前に交流機能を
整備・機能移転

市民会館跡地に庁舎機
能を整備・機能移転
（第二分庁舎は区役所
等として継続利用）

産業会館・総合学習センター
を庁舎に用途転換

一部返還地

一部返還地

駅前に庁舎機能
（区役所等除く）
を整備・機能移転

ウェルネスさがみはら
を区役所等として活用

市役所跡地に交流機能
を整備・機能移転

一部返還地

一部返還地

庁舎機能

凡例

交流機能

建物利用の継続
(庁舎・交流機能としては不使用)

建物利用の停止

駅前に庁舎機能・交流機能
を整備・機能移転

一部返還地

庁舎機能

交流機能

庁舎機能 交流機能

Ａ．全面駅前移転 相模原駅北口 相模原駅北口

Ｂ．現地建替え 現在地 現在地

Ｃ．交流機能駅前移転 現在地 相模原駅北口

Ｄ．市役所駅前移転 相模原駅北口 現在地

再編パターン
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Ａ:全面駅前移転 Ｂ:現地建替え Ｃ:交流機能駅前移転 Ｄ:市役所駅前移転 Ｅ:継続利用+増築

規模

新庁舎
延床面積 約６８，０００㎡ 約５３，２００㎡ 約３８，７００㎡ 約５７，６００㎡ 約１５，８００㎡

土地面積 約１３，６００㎡ ー ー 約１１，５００㎡ ０㎡

交流機能
延床面積 約１７，１００㎡ 約６，８００㎡ 約１４，２００㎡ 約６，８００㎡ ０㎡

土地面積 約８，４００㎡ ー 約８，１００㎡ ー ０㎡

再編
当初
経費

新庁舎 土地取得、解体、建設 約３１８億円 約２０６億円 約１５３億円 約２７１億円 約１１９億円

交流機能 土地取得、解体、建設 約１１８億円 約３６億円 約１０３億円 約３６億円 約４１億円

土地売却 約９７億円 約３１億円 約５８億円 約６４億円 ０円

合計 約３３９億円 約２１１億円 約１９８億円 約２４３億円 約１６０億円

再編
後60
年間
経費
(当初経費
除く）

解体・更新費用 約１３億円 約１１６億円 約１４０億円 約９７億円 約１９８億円

改修・維持管理費用 約１，３９９億円 約１，３７４億円 約１，３２０億円 約１，３７２億円 約１，３３５億円

土地取得による税収減 約６９億円 ０円 約２６億円 約３６億円 ０円

土地売却による税収増 約６９億円 約２２億円 約４１億円 約４６億円 ０円

再編費用含む６０年間トータルコスト 約１，７５０億円 約１，６７９億円 約１，６４４億円 約１，７０２億円 約１，６９３億円

再編パターンのコスト比較

○ 各パターンの60年間の収支を比較すると、A案（全面駅前移転）が約１，７５０億円と最も高く、
C案（交流機能駅前移転）が約１，６４４億円と最も安い結果となった。

○ A案とC案を比較すると６０年間で約１００億円の差となった。

※再編により不要となる土地の活用について、売却及び賃貸収入で比較すると各案とも売却による収入の方が高い結果となった。
※Ｅ案においては、狭小である現在の庁舎の不足床面積を解消するため、ＢＣ案と同規模を確保するための新庁舎の増築費用を見込む。
※当初の再編に含めず、継続利用する施設の更新に伴う仮設（建物・土地）費用や再編により機能が抜ける施設およびその土地の処分費は含んでいない。
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まちづくり分野の仕事
～業務内容（広域交流拠点整備）～

相模原駅周辺まちづくり課におけるこれまでの業務

◆広域交流機能（コンベンション施設）の検討

・イベント会社へのアンケート、ヒアリング

・市民、周辺住民へのニーズアンケート

・企業・大学等へのアンケート、ヒアリング

・事業費や経済効果等の算出

・推進組織の検討（誘致体制等） など

◆行政機能再編の検討

・公共施設カルテの作成（面積、築年数、維持管理費等）

・課題把握（立地、老朽化、サービス、維持管理費等）

・利用者アンケート（利用頻度、目的、交通手段、施設の課題等）

・周辺公共施設へのヒアリング（国や県の施設へのヒアリング等）

・建替えパターンの想定（概算費用や建替え効果の検証） など

◆まちづくりコンセプトや導入機能の検討

・市民アンケート

・有識者や市民が参画する会議の運営 など20



４ 営繕分野の仕事
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営繕分野の仕事
～業務内容～

◆市有建築物の営繕に係る調査、設計、積算
及び施工監理（清掃関連施設等を除く）

◆市有建築物の維持保全に係る計画、調査及
び検討

22

緑区合同庁舎 相模原市役所 南区合同庁舎



営繕分野の仕事
～仕事の流れ～

※ 建築職が担当

調
査
・
概
算

予
算
決
定

設
計
業
務

入
札

契
約

工
事
監
理

業
者
決
定

諸
官
庁
検
査

工
事
完
成

完
成
検
査

設
計
完
成

引
渡
し

事
業
計
画

設
計
・
積
算

事
業
検
討
・
積
算

監
理

23



営繕分野の仕事
～設計業務～

≪主な作業内容≫

・工事場所の現地確認・調査、測量等

・CADによる設計図面の作成

・設計図面に基づく工事費の算出

・工事に必要な官庁への届出書類の作成

など
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営繕分野の仕事
～工事監理業務～

≪主な作業内容≫

・品質管理、工程管理

・工事に使用する材料の検査

・工事の各段階での立会い及び確認

・工事書類の確認

など
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工事現場立会
（現場その1）

工事現場立会
（現場その2）

工事現場立会
（現場その3）

18:00 19:00

図面・内訳書作成、書類整理など

14:00 15:00 16:00 17:15

出勤、
メール等確認

昼休み 業者打合せ

8:30 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00

営繕分野の仕事
～私の一日のスケジュール～
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出勤、
メール等確認

図面・内訳書
作成、書類整
理など

業者打合せ 昼休み

15:00 16:00 17:158:30

工事現場立会
図面・内訳書作成、
書類整理など

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00



５ 人材育成
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人材育成
～技術職として～

１） 職場指導員 （OJT制度等）

２） 派遣研修 （国土交通大学校・全国建設研修センター等）

３） 庁内研修 （技術研修・現場研修等）

４） 他都市派遣（国土交通省・災害地派遣等）

など
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■ 国土交通大学校（国土交通省の総合的な研修機関）

・国土交通省の職員、地方公共団体の職員などを対象とし、行政に対す
るニーズを把握し、効率的な職務に必要な知識等を習得し行政能力の向
上を目的としている

■ 全国建設研修センター（建設技術の普及向上を図る機関）

・対象者は公務員に限らず民間からの参加が可能となっており、幅広い
分野の研修がある

例えば、

・建築計画（企画・設計） ・建築保全企画

・木材利用推進 ・観光・歴史まちづくり行政 ・住宅総合政策

・建築確認実務 ・建築構造審査 など

人材育成
～技術職として～
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人材育成
～技術職として～

■ 庁内研修 －技術研修の実施－

・技術継承研修

・専門派遣研修報告会

・都市デザイン研修、

ユニバーサルデザイン研修 など
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■ 庁内研修 －現場研修の実施－

・他市の現場視察研修（新庁舎建設現場視察等）

・実践演習研修
（応急危険度判定士資格取得・実践等）

など

人材育成
～技術職として～
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人材育成
～技術職として～

■ 他都市派遣

・国土交通省

・被災地（仙台市、熊本市 等） など
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（平成30年3月時点）（平成29年3月時点）（復興公営住宅）



人材育成
～令和元年台風１５号に伴う被災地派遣～
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